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貸付事業 　－ 制度内容の改正 －

貸付事業　－「だんしん」中途加入のご案内 －

貸付事業の利用促進と不良債権発生防止を図るため、貸付の条件等が次のとおり改正となりました。

●貸付条件等の改正 平成22年8月申込み分から適用

抵当権の設定は第１順位が原則とし、住宅の新築または購入もしくは敷地の購入による貸付の場合で、既に他者を第１順位
としているときは、「抵当権設定順位特例申請書」を提出することにより、第２順位まで認めていましたが、その順位が第３順
位まで認められることになりました。

①抵当権設定順位の拡大

●加入資格

１つの貸付ごとに残高が５０万円以上（平成２２年９月末現在）
あり、平成２２年１２月１日現在の年齢が満７０歳未満の方で健康
状況（告知事項）に合致する方です。

●保険金

平成２２年９月末の貸付残高を基準とし１０万円単位に切り上
げた額。

●募集対象者

①新規の貸付申込時に加入しなかった方。
②加入申込時に加入資格要件を満たすことができず、その後
状態が改善した方。

●申込期限

平成２２年９月１０日（金）共済組合必着

●申込方法

所属所の共済事務担当課に備えてあります所定の申込書
によりお申し込みください。

平成２２年１２月１日

●保障開始日

●特約保証料（保険料）

貸付残高１０万円に対して月額２０円。（毎年１２月に本人の指定
する金融機関の口座から１２ヵ月分を自動的に引き落とします。）

ボーナス併用償還の適用
《現　行》… ２１０万円以上の住宅貸付・災害貸付・在宅介護対応住宅貸付
《改正後》… ５０万円以上の普通貸付・住宅貸付・災害貸付・在宅介護対応住宅貸付・特別貸付
※物資事業は、現行５０万円以上でボーナス併用償還を選択できます。

②ボーナス併用償還の適用を拡大

給料月額に対する毎月の返済額だけではなく、ボーナス時の返済額も加味され、年収に対する年間の返済額を審査すること
になりました。
《現　行》… 貸付・物資を含む金融機関等からの借入金に対する毎月の返済額が、給料月額の３０％を超えるとき。
《改正後》… 現行に加え、１年間の返済額が、年収（給料月額の１６ヵ月分とみなす）の３０％を超えるとき。

③申込み制限取扱いの変更

団体信用生命保険「だんしん」は、組合員貸付（高額医療・出産貸付を除く）を受けている組合員の方が、
貸付金の償還期間中に死亡又は高度障害になった場合、保険金により債務を相殺し、退職手当をご本人及びそ
のご家族のために確保できる保険制度です。万一の場合に備えてぜひご加入ください。

❖債務返済支援保険について
「だんしん」の中途加入を希望する組合員の方は、同時に
「債務返済支援保険」に加入することができます。
債務返済支援保険は、病気やケガにより休職となった場合
に、その償還期間中の返済金相当額（毎月の償還金額）を補
てんします。
保険料は毎月の償還金額１万円に対し月額９６円です。

だ
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貸付金残高（債務残高）が
１,０００万円の場合

債務残高１０万円につき月額２０円

年額 24,000円
（月額２,０００円）

※特約保証料は改定されることがあります。

特約保証料（保険料）

〈万一、死亡・高度障害の場合〉
債務残高相当額が支払われます。

保 険 金
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務
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返済金相当額（平均返済月額）が
６０，０００円の場合

〈計算例〉
毎月償還40,000円／ボーナス償還120,000円の場合
平均返済月額60,000円＝｛（40,000×12）＋（120,000×2）}÷12

返済金相当額１万円につき月額９６円

年額 6,912円
（月額５７６円）

※保険料は改定されることがあります。

保 険 料

〈所定の就業障害の場合〉

保 険 金

毎月の返済金相当額が30日の免責期間を経過した日から
3年を限度に就業障害が終了するまで支払われます。

※告知事項等保険内容の詳細につきましては、所属所の共済事務担当課へ送付していますパンフレットをご参照ください。
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物 資 事 業 の ご 案 内

物資事業は、共済組合が契約した特約店（自動車販売店）から組合員の方が必要とする自動車を購入した場合、
代金の一部を共済組合が立替払いし、利用者立替金を給与控除により共済組合へ割賦償還する制度です。

1  特約店

現在１５３社、８５６営業所でご利用できます。
※特約店一覧表は、共済組合ホームページをご覧ください。

7  償還方法の選択

立替金額が50 万円以上のときは、申込み時に「毎月償還」
または「ボーナス併用償還」のどちらかを選択できます。

9  償還中に退職したとき

貸付と同様に、原則として退職手当から未償還元利金を控除
し共済組合へ返済いただくこととなります。

8  特別償還

毎月、特別償還（一部繰上償還・全額償還）ができます。
特別償還の手続きは、貸付と同様に、共済事務担当課にて取

りまとめいただき「特別償還報告書」により、毎月5 日（共済組
合必着）までに提出いただき、償還金は25 日までに納入して
いただくことになります。

10  その他

①２台目購入時のご利用について
物資事業を利用している方が新たに自動車を購入し、物資立

替金を限度額まで申請するときは、物資立替金未償還金（特例
を含む）を全額償還いただくことになります。また、立替限度
額（２００万円）から、既立替分の未償還金を差し引いた残額の
範囲内で申し込みいただくこともできます。

②物資経理の状況について
物資事業の資金は、貸付事業と同様に、年金の積立金から

必要な資金を借り入れて行っていますが、自己破産や民事再生、
懲戒免職などにより立替金を償還できなくなるケースが増えて
おり、物資事業に深刻な影響を与えています。
今後の健全な事業運営を図っていくにあたり、組合員の皆さ

んにおかれましても無理のない返済計画のもとご利用ください。

4  申込み方法

特約店で自動車を購入する際に、「自動車購入票」を上の表の
流れで手続きをしてください。

5  送金

特約店本社から毎月５日締め（共済組合必着）で提出される
立替金請求に基づき、当月２８日に特約店本社に送金します。

6  償還

特約店本社に送金した翌月から、給与控除により償還する
ことになります。

※貸付事業と同様に、国の財政融資資金利率に応じて変動
します。

※一部負担金０.０６％の負担がない分普通貸付より有利です。

2  立替利率と立替限度額

立替金利率（年利）

立替限度額

２.６６％

２００万円
（最低１０万円で５万円単位）

3  立替手数料（特約店負担）

立替申込みに係る手数料として特約店から下記金額を徴収
しています。

※組合員の皆さんの負担ではありません。

新　車 １０,５００円（税込み）
中古車 ５,２５０円（税込み）

❖特例による物資立替金制度

❖物資事業利用の流れ

特約店契約をしていない自動車販売店から自動車を購入した場合でも、組合員の方が手数料を負担することにより物資事業を利用で
きる制度です。申込みの流れは自動車購入時の普通貸付の申込みと同じになりますが、次の点にご留意いただき、どちらを利用するか
選択してください。

【申込み方法】 ｢特例による物資立替金申請書」に自動車注文書又は売買契約書の写しを添付し、所属所長の証明を得て申請してください。
【送　　　金】 毎月５日締め（共済組合必着）で、当月２８日に組合員の共済組合登録口座に送金します。
※ 決定額から、上記の手数料を控除した金額の送金となりますのでご注意ください。
※ 利率・立替限度額、償還等その他は上記と取扱いが同じです。

❶ 自動車購入票の交付申請
❷ 自動車購入票の提示・売買契約
❸ 自動車購入票控の受理
❹ 所属所用自動車購入票の提出

組合員の手続き

❺ 物資立替金の請求
❻ 立替金個別償還明細表の送付
❼ 物資立替金の送金
❽ 償還金の振込（給与から控除）

所属所・特約店・共済組合の事務処理

組 合 員 特 約 店

共 済 組 合所 属 所
●自動車購入票は５枚
　複写になっています

① 共済組合提出用
② 特約店本社用
③ 特約店支店用
④ 所属所用
⑤ 組合員用




